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農地利用最適化推進委員候補者の推薦及び募集要領 

 

１ 推薦及び募集人数 

  11人 

※ 地区ごとの募集となります。 

地区については、下表「担当地区一覧」をご覧いただき、希望する地区名を記

載してください。 

※ 農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方について推薦又は応募すること

ができますが、両委員の兼務はできません。 

 

担当地区一覧 

地区名 定員 

龍ケ崎地区 １人 

大宮地区 ２人 

長戸地区 ２人 

八原地区 ２人 

馴柴地区 ２人 

川原代地区 １人 

北文間地区 １人 

 

２ 推薦及び募集の期間 

  令和８年２月９日（月）から令和８年３月 13日（金）まで 

※ 平日の午前９時 00分から午前 11時 30分及び、 

午後１時 00分から午後４時 30分の間で提出してください。 

 

３ 推薦及び応募の資格 

推薦を受ける方又は、応募できる方は、農業に関する識見を有し、農地等の利用最適化

推進に関する事項、その他農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行う

ことができる方です。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は推薦及び応募ができません。 

(１) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

(２) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第２条第６項に規定する暴力団員

である者 

(４) 龍ケ崎市の職員である者 
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４ 推薦書又は応募申込書類等 

龍ケ崎市農地利用最適化推進委員推薦書（個人用又は、法人等用） 

龍ケ崎市農地利用最適化推進委員応募申込書 

同意書及び宣誓書【農地利用最適化推進委員候補者】 

 

５ 推薦又は応募方法 

推薦及び応募の方法は、法人・団体又は個人からの推薦を受けて申し込む方法と、本人

が応募する方法があります。 

推薦書又は応募申込書及び、同意書及び宣誓書【農地利用最適化推進委員】に必要な事

項を記入し、締切日までに龍ケ崎市農業委員会事務局へ提出してください。なお、提出さ

れた推薦書及び応募申込書等は返却しませんのでご了承ください。 

※ 郵送及びメール並びにＦＡＸによる提出は受け付けません。 

※ 推薦及び募集の状況は、法令等の規定により推薦申込書及び応募申込書に記載され

た事項のうち、住所事項を除き、全て公表となりますのでご承知ください。 

 

６ 候補者の選考 

推薦若しくは応募による候補者の総数が、本募集要領第１項に規定する定数を超えた場

合又は、希望する地区ごとの定数を超えた場合は、農業委員会、評価委員会により、それ

ぞれの候補者（又は希望する地区の候補者）について選考を行います。 

 

７ 選考の結果 

選考結果は、令和８年７月初旬までに本人宛に郵送で通知します。 

その後、龍ケ崎市農業委員会臨時総会（令和８年７月予定）に議案として上程し、議決

（同意）を得た後、龍ケ崎市農業委員会会長より任命します。 

 

８ 個人情報の取扱い 

推薦又は応募により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意するとともに、

候補者の選考以外の目的には使用することはありません。 

 

９ 任期 

  委嘱の日から令和 11年７月 19日まで 
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10 職務 

担当区域の、農地の無断転用の防止・解消などを図るためのパトロール調査などのほか、

農業者や農業者が組織する団体等と話し合いを行い、農地利用の集積・集約化、遊休農地

の防止・解消などを図るための調査などが主な職務となります。 

また、農地の権利移転など、必要に応じ農業委員会の総会へ出席していただき、報告等

を行っていただきます。 

さらに、必要に応じて研修会等へ出席していただきます。 

 

11 身分及び報酬額 

地方公務員法第３条第３項第２号に規定する特別職の非常勤職員となります。また、報

酬については「龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」

の規定に基づき支給されます。 

※ 農地利用最適化推進委員 月額：42,000円 

 

12 問い合わせ先 

  〒３０１－８６１１  

龍ケ崎市３７１０番地 

   龍ケ崎市農業委員会事務局 

   電話０２９７－６４－１１１１ 

 

 


